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それでは，今議会に提案しております議案の主なものに 

ついて，御説明申し上げます。 

議案第５号 総社市空家等の適正な管理に関する条例の

全部改正につきましては，更なる市民生活の安全を確保する

ために，空家等対策を総合的かつ計画的に推進していく  

ことを目的として，関係条文の整備を行おうとするもの  

でございます。 

 次に，議案第６号 総社市お試し住宅条例の制定に   

つきましては，本市への移住希望者に，生活を一時的に体験

できる機会を提供するため，お試し住宅を整備することに 

伴い，必要な事項を定めようとするものでございます。 

 次に，議案第８号 総社市自殺対策連絡協議会条例の制定

につきましては，自殺対策計画を策定し,計画的に自殺対策

を推進するため，自殺対策連絡協議会を設置することに伴い，

必要な事項を定めようとするものでございます。 

 次に，議案第９号 総社市国民健康保険税条例の一部改正

及び議案第１０号 総社市国民健康保険条例の一部改正 

につきましては，本年４月から県が国民健康保険の財政運営
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を担う仕組みに見直されることに伴い，関係条文の整備を 

行おうとするものでございます。 

 次に，議案第１２号 総社市昭和福祉センター条例の  

廃止につきましては，昭和福祉センターを用途廃止した  

ことに伴い，条例を廃止しようとするものでございます。 

 次に，議案第１４号 総社市小児医療費給付条例の   

一部改正につきましては，小児医療費給付対象者の    

年齢を拡大するため，関係条文の整備を行おうとするもの 

でございます。 

 次に，議案第１５号 総社市介護保険条例の一部改正  

につきましては，第７期介護保険事業計画の策定に伴い， 

平成３０年度から平成３２年度までの介護保険料の   

所得段階と保険料率を確定するため，関係条文の整備を  

行おうとするものでございます。 

 次に，議案第１９号 総社市指定居宅介護支援等の   

事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定   

につきましては，介護保険法の改正に伴い，指定居宅介護 

支援等の事業の人員及び運営に関する基準等は，市の条例で
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定めることとされたため，必要な事項を定めようとするもの

でございます。 

 次に，議案第２２号 総社市幼稚園保育料条例の一部改正

につきましては，幼稚園の保育料を減免する要件を変更  

することに伴い，関係条文の整備を行おうとするもの   

でございます。 

 次に，議案第２６号 総社市立学校条例等の一部改正  

につきましては，総社駅南地区土地区画整理事業の    

換地処分に伴い，新たに町の区域が設定されるため，   

関係条文の整備を行おうとするものでございます。 

 次に，議案第２７号 平成２９年度総社市一般会計   

補正予算（第６号）から，議案第３２号 平成２９年度   

総社市水道事業会計補正予算（第２号）までの６議案   

につきましては，それぞれの会計の補正予算でございまして，

国の補正予算措置に伴うもののほか，事務事業について  

確定もしくは確定見込みのもの等につきまして補正   

するものでございます。 
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 次に，議案第３３号から議案第４２号までは，     

一般会計ほか，平成３０年度当初予算案でございます。 

平成３０年度当初予算案は，一般会計で  ３０１億   

２,０００万円，特別会計では １７４億２,８００万円，  

公営企業会計においては ２３億４，７４０万円，これら  

１０会計を合わせまして総額  ４９８億９ ,５４０万円  

であり，一般会計としては，過去最大の予算規模となって 

おります。 

平成３０年度は，「全国屈指の福祉文化先駆都市の実現」

に向けた「福祉王国プログラム」の更なる充実を図ると    

ともに，「グランドデザイン改革」については，引き続き    

南北道の整備に取り組むこととしております。さらに    

「全国屈指の地域力」を掲げ，新たに「地域力再生予算」    

を計上し，地域から御要望をいただきました身近な道路の 

舗装補修等に取り組んでまいります。 

これにより，前期基本計画の５つの基本目標である    

「だれもが住み・働き・学び・訪れ・集いたくなる総社」     

の実現を目指してまいります。 
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 次に，同意第１号 教育委員会委員の任命に関する同意を

求めることにつきましては，本市の教育委員会委員の任期が

平成３０年５月１１日で満了することに伴い，地方教育行政

の組織及び運営に関する法律の規定により，市議会の同意を

得て任命しようとするものでございます。 

次に，意見第１号及び意見第２号につきましては，本市 

推薦の人権擁護委員 ２名の任期が平成３０年６月３０日 

で満了することに伴い，候補者を推薦するに当たり，      

人権擁護委員法の規定により，市議会の意見を聞こうと  

するものでございます。 

 

 

 今議会に提案しております議案は， 

  報告に関するもの            ３件 

条例の制定及び一部改正等に関するもの ２５件 

平成２９年度補正予算に関するもの    ６件 

平成３０年度当初予算に関するもの   １０件 

同意                  １件 
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意見                  ２件 

その他に関するもの           ４件 

計 ５１件 でございます。 

 

 

引き続きまして，担当職員から説明を申し上げますので，

いずれの議案につきましても，十分御審議をいただき，適切

な御議決を賜りますようお願い申し上げまして，提案説明と

させていただきます。 


